
 

公正取引委員会における政策評価に関する基本計画  

 

                                          令和５年３月３１日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

改正 令和８年３月３１日 

 

公正取引委員会は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８

６号）（以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、公正取引委員会における

政策評価に関する基本計画を別紙のとおり定める。 

  



















 

 

公正取引委員会の政策体系（政策目標及び主要な施策等） 

    

 

公正かつ自由な競争の促進 
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３   競争政策の普及啓発等   

１ 独占禁止法違反行為に対する措置等 

２ 公正な取引慣行の推進   

１－１  企業結合の迅速かつ的確な審査   

１－２  独占禁止法違反行為への厳正な対処   

２－１  取引慣行等の実態把握・改善のための提言  

２－２  中小事業者を取り巻く取引の公正化  

２－３  取適法違反行為に対する措置  

３－１  競争政策の広報・広聴  

３－２  海外の競争当局等との連携の推進  

３－３  競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化等  

３－４  政府規制分野等に係る調査・検討及び評価  

３－５  デジタル市場における競争環境の整備  

別添 


